
建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、次のとおり公表します。

【集会場、公会堂】

平成30年 7月 26日現在

1

沖縄市民会館

沖縄市八重島一丁目1番1号 集会場 (一財)日 本建築防災協会によ
る「既存鉄筋コンクリート造建
築物の耐震診断基準」に定め
る「第2次診断法」(2001年 版)

Is/1so=0.434

CTUDSD=0.30

Is/1so=0.962

CTU・ SD=0.53

Is/1so=0.207

CTUaSD=0.12

耐震改修

耐震改修

耐震改修

検討中

検討中

検討中

用途指標U=1.25

として診断

用途指標U=1.25

として診断

用途指標U=1.25

として診断



附表 耐震診 の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価

I.大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

Ⅱ.大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

Ⅲ.大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

※「震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示す。いずれの区分に該当する場合であつても、違法に建築されたものや劣化が放置さ

れたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずる恐れは少なく、倒壊するおそれはない。」とされている。

※ 特記が無い限り、Z=0.7、 G=1.0、 U=1.0とする。

Z:地域指標で、その地域の地震活動や想定する地震動の強さによる補正係数

G:地盤指標で、表層地盤の増幅特性、地形効果、地盤と建物の相互作用などによる補正係数

U:用途指標で、建物の用途などによる補正係数

(一財)日 本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建
築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断
法」(2009年版 )

耐震診断の方法の名称

鉄骨が非充
腹材の場合

(一財)日 本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基

準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版 )

(―財)日 本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996
年版、2011年版)

Is/1so<0.“又は
CTU・ SD<0・ 14・ Z・ Rt・ G・ U

Is/1so<0.5又 は
CTU・ SD<0・ 15・ Z・ G・ U

Is<0.3叉 はq<0.5

I

左右以外の場合

左右以外の場合

左右以外の場合

Ⅱ

0.6≦ Isかつ1.0≦ q

Ⅱ

構造耐力主主要な部分の地震に対する安全性

1.0≦ Is/1soかつ
0.28・ Z・ Rt・ G・ U≦ CTu・ SD

1.0≦ Is/1soかつ
0.3・ Z・ G・ U≦ CTu・ SD


